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★
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
痛
快
な
こ
と
は
、
２

点
で
す
。
安
倍
内
閣
の
支
持
率
が
３
割
台
と

最
低
に
な
っ
た
こ
と
。
北
朝
鮮
と
韓
国
の
対

話
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

★
安
倍
内
閣
は
、
加
計
問
題
で
「
首
相
案
件
」

と
私
物
化
が
暴
露
さ
れ
、
財
務
省
の
セ
ク
ハ

ラ
問
題
も
起
こ
り
、
朝
日
新
聞
社
の
四
月
十

四
、
十
五
両
日
の
世
論
調
査
で
、
安
倍
内
閣

の
支
持
率
は
三
一
％
、
第
２
次
安
倍
内
閣
発

足
以
来
最
低
で
、
不
支
持
率
は
五
二
％
で
最

高
と
な
っ
て
い
ま
す
。

★
四
月
二
七
日
に
は
北
朝
鮮
と
韓
国
が
「
板

門
店
宣
言
」
に
合
意
し
、
北
朝
鮮
の
完
全
な

非
核
化
と
朝
鮮
戦
争
の
終
結
と
平
和
体
制
へ

の
移
行
を
確
認
し
た
こ
と
で
す
。
予
定
さ
れ

て
い
る
米
朝
会
談
も
成
功
す
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。
安
倍
内
閣
の
力
の
外
交
は
「
蚊

帳
の
外
」
と
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。

★
安
倍
首
相
は
、
疑
惑
解
明
に
蓋
を
し
て
、

憲
法
に
自
衛
隊
を
盛
り
込
み
、
憲
法
９
条
を

空
洞
化
す
る
改
定
を
、
今
国
会
へ
強
行
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
強
行
を
許
さ
な
い
３
千

万
人
署
名
の
目
標
を
達
成
し
ま
し
ょ
う
。
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n

五
月
三
日
憲
法
集
会
（
東
京
有
明
）

嵐
の
よ
う
な
風
雨
が
去
っ
て
、

薄
曇
り
で
暑
く
な
く
、
少
し
風
が
あ
り
爽

快
な
天
気
。

集
会
に
は
六
万
人
が
参
加
し
、

主
催
者
か
ら
三
千
万
人
署
名
が
一
三
五
〇

万
人
達
成
し
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
残
り

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
決
意
を
新
た

に
し
ま
し
た
。
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「ひらつか・ 9 条の会」第 13 回総会内容と報告案
事務局

安倍政権は、「加計・森友」問題、働き方改革法案と厚生労働省の対応とセクハラ問題、

自衛隊の日報問題で公文書を改ざんし、隠蔽などが明るみになり、支持率が 3割以下となっ

ています。それだからこそ憲法 9条改定の執念は強くなっています。安倍首相の憲法改定発

議をやめさせるため、3000 万人署名の目標を達成することがますます必要となっています。

講演会の後、活動報告などを行います。会員の皆様に今後 1年間の会の活動と方針を以下

のとおり提案します。是非総会にご出席いただき、方針充実のため大いに論議しましょう。

第一部 講演「安倍 9条改憲阻止と平和の展望」

講師 小澤隆一教授（慈恵会医科大学、憲法学）資料代 ５００円お願いします。

米朝会談のゆくえをにらみつつ、9条改憲阻止がアジアの平和を拓くという展望について

お話していただきます。

第二部 1年間の活動と今年度の方針(案)
１．3000 万人署名目標達成に努力します。

5 月 3 日の集約の達成は 1350 万人。まだ

目標の半分以下。平塚では、表に示した団

体が「安倍 9条改憲 NO！3000 万署名をすす

める会・平塚」を 3月に結成し、署名活動

推進のため、統一集会を 3月は 80 名と 4月

は 30 名の参加で 2回行ってきました。平塚

においては目標6万人に対して現在6050人

です。「会」独自としてニュースに署名用

紙を添付して配布し、多くの署名が会員か

ら送られてきました。5月 3日の有明防災公

園での憲法集会にも参加し、全国の活動と連帯してきました。5月末の最終集約に向けて、

「すすめる会」と協力して目標達成に向け努力します。

終戦記念日(8 月 15 日）、成人式（1月 9日）及び毎月 3日に当会主催の宣伝活動を行い、

毎月 19 日には「秘密保護法廃止をめざす平塚市民の会」主催のスタンディングに参加するな

ど、毎月必ず２回の宣伝活動をおこなってきました。 今年度も同様に毎月２回の宣伝を実

施します。また、「すすめる会」の統一集会にも参加します。ビラの内容も時期に合った内

容を検討します。

２．憲法や平和についての学習会や映画会などを実施します。

６月２３日(土)午後２時～ 市民活動センターＡＢ会議室
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学習会は奇数月の第 4土曜日午後

に定期開催してきました。日本国憲

法について 9条やその他の条文につ
いても学ぶことをテーマに、岡村講

師による連続憲法学習会を行いまし

た。第 1回は 7 月「日米安保体制の

実態と戦争法」、9 月に第 2 回「解

散総選挙と憲法」、11 月に第 3回「く

らしと憲法」、3 月に第 4回「今日

の情勢と安倍改憲」。

12 月に DVD 映写会「ザ・思いやり パート 2」とともに、リラン・バークレー監督の軽快

なトークも行いました。

学習会は定期開催しますが、テーマを決めた連続学習会など学習したい内容や講師を募集

します。また、平和に関する上映会も検討します。

３．他の９条の会や平和団体と連帯し、平和の活動を盛り上げていきます。

憲法 9条を守る野党を国会の議席過半数を獲得するために、小選挙区 15 区で野党候補を推
す「いちご市民の会」が結成されました。「いちご市民の会」の活動に注目してきましたが、

残念ながら選挙本番時には活動が発揮できず、現在は中断状態となっています。

メーデー（5月 1 日）や平和行進（5月 17 日）に参加しました。市内の平和団体が主催す

る第 15 回「平和を語りつぐ展」7月 19 日（水）～23 日（日）には協賛金 1万円、受付、宣

伝などで協力しました。引き続き活動を継続します。

４．ニュース発行やホームページで、会活動報告や会員の意見を発信します。

ニュースは、この 1年間は 5回発行しました。7月号：第 12回総会の報告、9月号：九条
かながわ大集会 in茅ヶ崎特集、11月号：総選挙結果と 9条改憲、2月号：3000万人署名の提
案、5月号：第 13回総会特集。ホームページの閲覧数が少なくなっています。
ニュースは読みやすく、憲法問題や平和の問題がわかりやすくできるよう紙面を充実し、

余分に印刷して、会員拡大や宣伝活動に使用します。年 6回以上の発行を目標とします。会
ニュースの配布は会員による手配り体制です。配布活動に協力できる会員を募集しています。

ホームページの維持・活用については論議していきます。

５．会員交流の場である「月例会」「新年会」「メーリングリスト」は継続します。

「月例会」は、毎月 1回開催し、憲法 9条をめぐる政治状況や平和の問題などを話し合って
きました。「新年会」は年 1回、1月 20日に YWCAで 19人参加で行いました。「メーリン
グリスト」は連絡や会員相互の意見交流の場となっています。これらは引き続き継続します。

６．会員を増やします。

現在 400名未満と高齢化により会員が減少しています。金目や矢崎、東のように地域で活
動しているところがありますが、他の地域に広げていけないか検討する必要があります。会

費は必要ないので、会ニュースを渡し、気軽に会員をすすめる活動を行います。

７．運営費について

会は、従来通り皆様のカンパや事業収入で運営を支えていきます。自主的なカンパをお願

いします。
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「安倍 9条改憲ＮＯ！」3000 万署名をすすめる会・平塚

平塚駅北口ラスカ前統一行動 第２弾
4 月 30 日「安倍政治を許さない！」「9条改憲ＮＯ！」「9条壊すな！」「憲法を守れ！」

「安倍内閣は退陣せよ！」各自のプラカードを掲げ、ラスカ前に結集した 80 余名。トランペ

ット、アコーディオン、ギターの演奏あり、歌ありと楽しく進行する中、参加者全員が決意

表明を述べた。安倍首相を何としても辞めさせたいとする熱い思いは町行く人々に届いただ

ろうか。全国 3000 万、平塚で 6万筆の目標達成にはまだまだ遠い。他人事にしないで、

あなたもわたしも、もう一声、もう 1枚、がんばりましょう。

「憲法連続講座第 4回 憲法改正と自民党の改憲案」
3 月 24 日（土）中央公民館 3階Ｂ会議室にて講師 岡村共栄弁護士により行われました。

日本国憲法の社会権として「男女の平等」（24 条）「生存権（国民は最低限の健康で文化的

生活を営む権利）」（25 条）「教育権（能力に応じて教育を受ける権利）」（26 条）「勤労

権(人間らしい賃金と労働条件）」（27 条）「団結権(組合の結成と団体交渉）」（28 条）が

認められています。政府はそれらの権利をないがしろにする「働き方改革法案」や消費税増

税などを行おうとしています。憲法に反する政府の法案を通すことをやめさせ、憲法に保障

された権利を、政府に守らせる活動をしていく必要があります。

●定例学習会
5 月 26 日（土）14：00～16:00 「自民党改憲案」 大谷事務局長 中央公民館 3C 会議室

●署名・宣伝活動
5 月 19 日（土）17:00～18:00 北口ラスカ前宣伝活動

5月 23 日（水）17:00～18:00 南口ラスカ前宣伝活動 「すすめる会」統一行動日

6月 03 日（日）17:30～18:30 北口ラスカ前宣伝活動（実施時間要注意）

6月 19 日（火）17:00～18:00 北口ラスカ前宣伝活動

7月 03 日（火）17:00～18:00 北口ラスカ前宣伝活動

7月 19 日（金）17:00～18:00 北口ラスカ前宣伝活動

●平和行進
5 月 17 日（木）9:00～ 市役所南口集合→大磯

●月例会
7 月 14 日（土）14:00～16:00 月例会 市民活動センター研修室

●総会
6 月 23 日（土）14:00～16:00 総会 市民活動センターＡＢ会議室

９条の会 スケジュール


